
平成 18 年 9 月 20 日

医学部 中央動物室

室 長 高田忠敬

代行 坂本吉正

動物実験室利用者各位殿

麻酔薬ケタミンの麻薬 指 定 について

麻薬、麻薬原料植物 、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を

改正 する政 令（平 成 18 年 3 月 23 日公 布 ）により．、平 成 19 年 1 月 1 日よりケタミンが

麻薬指定となります。そこで麻薬類不法 所持（逮捕 ）とならないためのご注意 として以

下の各項をお願い 申し上 げます

1 ）各研究班の所持品や ロッカー等 内にケタミン（試薬・注射 薬等 ：化 学名 ；2－（2－クロ

ロフェニル ）一2－（メチル アミノ）シクロヘ キサ ノン）を所 有 して いな いか 早 急 にご確 認

下 さい。 ノ

2 ）各教 室内所持 についてもご確認 下 さい。出張 中、海外 留 学 中、退職 され た方 の

保管箱等からケタミンが来年 1 月以降 に出てきた場合でも無 許可麻薬 の存 在 は大

問題となりますので、各 教室責任でご連絡 を取 って開封等 を行 い、所持 の無 いこと

をご確認 下さい。

3 ）不必要 なケタミンが発 見された場 合 は、本年 末までに粉砕 処 分して無 許 可所 有

の無い状態にして下さい（年 度内に限り申請者 へ の譲 渡は許 可されます ）。

4 ）ケタミンを動物実験等で継 続使用予定 の方 は、本年 11月 末までに麻薬 研 究者免

許 を都 道府 県知事宛 に必 ず 申請 して下さい。なお新 規 に使 用 予 定が生じた場合

は使用前に必ず免許 申請 を行ってください。

5 ）麻薬施用者免許を所有 しておられる麻酔 医でも、研 究 実験 用には麻薬研 究者 の

免許が別途必要となります のでご注意 下さい。
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各都 道 府 県 衛 生 主 管 部 （ 局 ） 長 殿
各地方厚生 （支）局麻薬取締部（支所）長 殿

薬食 監 麻発 第0 8 2 8 0 0 2号
平 成 1 8年 8 月 2 8 日

厚生労働省医薬食品局監視指導・ 麻薬対策課長

動物描 獲等 を 目的 と した ケタ ミンの使 用者 に係 る取 扱い につ いて

2 － 、（ 2 －ク ロ ロフ エ ニ ル ）－ 2 丁 （メチ ル ア ミ ノ）シク ロ ヘキ サ ノ ン （別

名ケタ ミン。以下 「ケ タ ミン」 とい う。） につ いて は 、動 物の捕 獲 又 は 不 動

化（以下 「動物 捕獲 等 」 とい う。） を 目的 と して広 く使 用 され て い るが 、 平

成18年 3 月 23 日政 令 第 59号 に よ り、 平 成 1q年 1 月 1 日 よ りケ タ ミン を 麻 薬 に

指定 す る こ と と して い る 。 これ に 伴 い 、 動 物 捕 獲 等 を 目的 と した ケ タ ミ ン の

使用者につ いて 、下記 の とお り取 り扱 うこ ととす るの で、関係 者へ の 十 分 な

周知及び指導 をお願 い した い。

記

1 麻薬施用者による動物捕獲等
麻薬及び向精神薬取締法 （昭和28年法律第 14号。以下「法」 とい う。）第 2

7条第 3 項 に よ り、麻 薬 施 用者 は疾病 の治 療 以 外の 目的 で麻薬 を施 用 す る こ

とを禁 じている ことか ら、麻薬施 用者の免 許 を受 けた獣医師 が、動 物 捕獲 等

の み を 目的 と して ケ タ ミ ン を施 用 す る こ と は認 め られ な い 。、た だ し、 動 物 の

疾病の治療 を目的 と してケ タ ミンを施 用 し、動物捕 獲等 を行 うことは差 し支

えな い 。

2 麻薬研究者による動物捕獲等
法第 3 条 第 2 項第 8 号 にお いて、学術研 究 上麻薬 を使用す るこ とを必 享 と

す る者 につ いては 、麻 薬研 究者 の免 許 を受 け る ことが でき るとされ て い る こ

とか ら、動 物捕 獲等 に よ り学術 研究 を行 う 目的 でケ タ ミンを使 用す る場合 に

は、当該 研究者 に対 して麻薬研 究者の 免許 を取得 させ るよ う指 導 され た い。

なお、住民の生命及び財産に係 る安全確保及びそ・の増進を企図す る行為に

ついては、当該行為の内容について審査を行 った上で、当該行為が学術研 究

で ある と判 断で きる場 合 には、麻薬 研究者 の免許 を取得 させ て差 し支 え な い 。



事務 連 絡

平成 1 8 年 8 月 2 8 日

厚生労働省 医薬食品局

監視指導・麻薬対策課

公私立動物実験施設協議会 御中

ケタ ミンの取扱 い に係 る質 疑応 答 につい て

2 － （ 2 － ク ロ ロフ ェニ ル ） － 2 － （メチ ル ア ミノ） シ ク ロヘ キサ ノ ン （別 名

ケタ ミン） につ いては平成 18 年 3 月 2 3 日政令第 59 号に よ り、平成 19 年 1 月

1 日よ り麻 薬 指 定 す る こ と と して い ま す 。 これ に 伴 い 当課 に お い て ケ タ ミン に

関係 す る取扱 い質疑応 答 を作成 しま したので 、 ご参 考 まで に送付 します。 貴管

下関係 団体 あての周 知 に ご配 慮 いただ きます よ うよろ し くお 願 いい た します。
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1 ．規制の背景

Q l － 1 ケ タ ミン とは どの よ うな 物 質 です か 。

ケ タ ミ ン （Ketam ine） は 、 化 学 名 を 「2－（2－ク ロ ロ フ エ ニ ル ）－2－（メ チ ル ア

ミノ）シ ク ロヘ キサ ノ ン」 とい い 、．我 が 国 に お いて は 、 昭 和 4 5 （ 1 9 7 0 ）

年2 月か ら人を対象 と した 医薬 品 と して市販 され 、現 在 では 、動物 用 医薬 品

と して も販 売 されて います 。薬 理作 用 と して 、麻酔・ 鎮痛 作 用 のほ か、血 圧

降下、頻脈、，脳脊髄液圧上昇、脳血流量増加、呼吸抑制な どの作用がありま

す。
ケ タ ミンは、平成 1 8 年 3 月 2 3 日に公布 された麻 薬、 麻薬 原料 埴 物 、向

精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正す る政令 （平成 1

8 年政令 第 5 0 号 。以下 rケタ ミンの麻薬 指 定政令」 とい う。） に よ り、平 成

1 9 年 1 月 1 日に麻薬及び向精神薬取締法 （昭和 2 8 年法律第 1 4 号。以下

「麻向法 」 とい う。）第 2 条第 1 号 に規 定 す る麻薬 に指 定 され 、輸入 、輸 出、

製造、譲 渡、譲 受、所持 、施用 等の 取扱 い等 につ いて規制 され る こと とな り

ます 。

Q l － 2 我が国でケタ ミンが濫用 され てい るのですか 。

ケタ ミンは 「K 」、「スペ シャル K 」等 と呼 ばれ て密 売 され て い ます 。密 売

され て いるケタ ミンは主に粉末 で 、そ のほ とん どが 密輸入 晶 と考 え られ て い

ます。我 が国では医療用医薬 品 で あるケ タ ミンその ものの 濫用 は報 告 され て

いません が、ケ タ ミンの濫 用が原 因 とな って惹起 された精 神疾 患 の症 例が 学

会でも報 告 され てお り、ケ タ ミンの 濫用 との 因果関係 が強 く疑 われ る死亡 事

例も発 生 しています 。このほか 、濫 用 され て いる M D仙 等錠剤 型 麻薬 にケ タ ミ

ンが混合 されている事例 も数 多 く報告 され て います 。

Q l － 3 ケタ ミンの海外での濫用状 況 や規 制 について敢 えて くだ さい。

ケ タ ミンの濫用状況は国際 的 に悪化 してお り、国連麻薬 委 員会 （※ ）は各

国に規 制す ることを呼びか けて います 。 また 、世界 保健機 関 （W H O ） にお

いても、麻薬を規制する国際条約 （麻薬に関す る単一条約）の規制対象にす

るため 、国運 麻薬委 員会 に勧告 す る ことを検 討 して います 。さ らに、米 、仏 、

中、東南 アジア諸 国等 においては 、麻薬等 の規 制薬物 に指 定 して います 。

香港で は、ケ タ ミンは ヘ ロイ ンに次 ぐ第 2 の濫 用薬物 と して 、特 に若者 の

間で流行 してお り、中国 では、我 が 国へ の密輸直前 に摘発 され た事例 も報告

されて います。 また、韓 国では 、動 物用 のケ タ ミン注射 液が 加 エ されて濫 用

され て い る こ とが判 明 して い ます 。

※ 国連経済社会理事会の下部委員会で あり、国際的な薬物問題 に関する

意 思決定の中心機関 であ る。
l ．
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2 ．免許

Q 2 － 1 これ まで どお りケ タ ミンを使 うためには 、 どの よ うな手続 を行 えば

よいの ですか。

医師 、歯科 医師又 は獣 医師 で あって 、疾 病の治療 の 目的 で ケ タ ミンを施 用

すろ者は、都道府県知事か ら「麻薬施用者」の免許 を取得す る必要 があ りま

す。

また 、学 術由 究の 目的でケ タ ミン を使 用す る者 は、都 道 府 県知事 か ら「麻

薬研究者」の免許を取得する必要があ ります。

免許申請 に係 る詳細な手続については、都道府県薬務主管課又は保健所に

お尋ね くだ さい。

Q 2 － 2 麻薬施用者や麻薬研究者 の免許の有効期間につ いて敢 えて くだ さ

い。

麻薬施用音叉は麻薬研究者の免許の有効期間は、免許の 日か らその 日の属

する年 の翌年の 1 2 月 3 1 日まで です。

Q 2 － 3 保健所 や検疫所 は 「麻薬 診療 施設」 と して取 り扱 う ことがで きるの

ですか。

保健所及び検疫所は、医療法 （昭和 2 3 年法律第 2 0 5 号 ）上の診療所の

規定が適用されており」麻薬施用暑が当該施設で診療業務を行 う場合は、麻

向法第 2 条第 2 2 号の「麻薬診療施設」に該当 します 。なお、獣医師が所属

する保健 所等l羊ついて も、獣 医師が 麻薬施用者 と して診 療 業務 を行 う場合 は、

同じく「麻薬診 療施設」 に該 当 します 。

3 ．保管

Q 3 － 1 私は麻 薬施用者 （麻薬研 究者 ）です が、 ケタ ミンは どの よ うに保 管

すれ ばよいのですか。

保管 については、麻薬 以外の 医薬 品 （覚せ い剤 を除 く。） と区別 して 、麻薬

業務所 内のかぎ をか けた麻薬専用 の堅 固な設備 で保管 して くだ さい。

Q 3 － 2 ケ タ ミンを診 療室の スチー ル製事 務机の 引 き出 しに施 錠 して保 管す

ることは適切ですか 。

その よ うな引 き出 しは、麻薬保 管庫 とは認 め られ ませ ん の で 、麻 薬専 用の

固定 した金庫又は容易に移動できない金庫 （重量金庫）で、施錠設備のある
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もの を設 置 し、 保 管 して くだ さ い 。

Q 3 － 3 私が開設 して いる診 療所 は 、 自宅 が別棟 とな って い るた め、夜 間盗

難の心配 が あ り、 自宅 に も麻 薬保 管庫 を備 え、夜 間 、休 日はケ タ ミン

を 自宅 で保 管 しよ う と考 え て い ます が よ ろ しい で す か 。

＼

麻向法第 3 4 条第 1 項の規定によ り、麻薬は 「麻薬業務所内」で保管する

ように定め られて います 。 した が って 、’夜 間で あ って もケ タ ミンは 、麻 薬 業

務所 内の かぎをか けた堅固な設備 内 に保 管 しな けれ ばな りませ ん 。

Q 3 － 4 麻薬施 用看 です が 、緊急時 に対 応す るため 、 あ らか じめか ばん等 の

中 に必要最 少量 の ケ タ．ミンを常席 し、夜間 居 宅に保 管す る ことは 、保

管 に関す る規定で ある麻向法第 3 4 条第 1 項 の違反 に な りますか 。

緊急用 （往診用 を含む。）の ケタ ミンで あって も、居 宅内 に保管す る ことは

麻向法第 3 4 条第 1 項に違反 します。往診の場合、その都度必要最少量のケ

タミンを麻薬保管庫 か ら持 ち出す よ うに し、絶 えず事 故 防止 に配慮 す る と と

もに、往診 か ら帰 った時 は、直 ちに麻薬保 管庫 内 に戻 して くだ さい。

Q 3 － 5 患者 の家が遠隔地 で あ る場 合 、往 診す る際 にケ タ ミンを所持 した ま

ま途中でホテル等 に宿 泊 して も差 し支 えあ りません か。

往診に際 しては県外等の遠 隔地 に行 く場合 が あ り、往診 の 途 中で宿泊 を伴
うこともあ ります 。その際 、必要 が あれ ば 、一施 用の ため診 療轟 か らケ タ ミン

を持参 し、ホテル等 に宿 泊 して もか ま いませ ん。

ただ し、ケタ ミンが入 って い るか ばん等 を車の 中に放 置す るな どの行 為 は

絶対に避 け、宿 泊す る部屋 に運 び入れ るな ど、常 時 自己の 管理が 及ぶ よ うに

して くだ さ い 。

Q 3 － 6 私は同一 県内で 2 カ所の診 療施 設 を開設 して いる麻薬 施用看 です 。

いずれ の施 設で も治療 のため に ケ タ ミンを施用 した いのです が、 その

場合のケ タ ミンの保 管方法等 を敢 えて くだ さい。

2 カ所の診療施設 の いず れ に も麻薬 保管庫 を設置 す る と ともに、主 た る診

療所 （A ） に保 管す るケ タ ミンにつ いて lま当該診療 施設 を開設 した麻薬 施用

者が管理 し、従たる診療所（ B ）には麻薬管理者を置いた上で、その麻薬管

理者 にケ タ ミン を管理 させ て くだ さ い 。

診療所 （B ）に麻薬管 理者 を直 くこ とがで きな い場 合 には 、診療 所 （A ）

において管理 して いるケ タ ミンを往診 とい う形式 で診療所（B ）へ持参 して、

施用 して くだ さい。 この場合 、診療 録 は診療所 （A ）で保 存す る ことにな り

ます 。
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4 ．施用（稔合）

Q 4 － 1 ケタ ミンは、現在 バイ アル製 剤 しか あ りませ んが 、 1 バ イアル のケ

タ ミンを複 数の 患者 （患畜） に分 けて施用 す る と違 反 にな ります か。

従来、病院及び診療所に対 しては、保管・ 管理面 、衛生面等の理由か ら、．

アンプル 入 り麻薬 注射剤 を分割 して 2 人 以上 に施 用す る こ とを避 け る ととも

に、同一患者であっても手紙等で連続 して施用す る場合以外は麻薬注射剤を

分割 して施 用す る ことは避 け、残 液は麻薬 管 理者 に返納 す る よ う保管・ 管理

面、衛生面等の理 由か ら、行政指導 を して い ると ころです 。

一方で 、ケ タ ミンにつ／いて は、大容量のバ イア ル製剤 が洗 通 して います が、

バイアル製剤 につ いては、錠剤 又は ア ンプル と異 な り、同 一′くイア ルに 入れ

られ たケタ ミンを複 数の 患者（愚書）に施用す る こ七 も ある と考 えます 。

よって、麻薬の保管・ 管理帝、衛生面等に問題がなければ、複数の患者（患

畜）に施用 して も差 し支 えな い ことと します が、 その 際 には 、実際 に施 用 し

た数量 を患者 （個体 ） ごとに診療録及 び麻薬帳 簿 に記 載 して くだ さい。

Q 4 － 2 麻薬施 用看 であ る獣 医師が ケタ ミンを施 用す る際 ，動物 の特徴 に応

じて、投与 しやす い よ うに剤 形 を粉末 か ら錠剤 に した り、 よ り強 い効

果を得るために、液剤を濃縮する行為は褒め られますか。

麻薬小′売業者が麻薬処方せん を所持する者 に麻薬 を譲渡す るため、又は、
＼ ＿・・・

麻薬診療施設の麻重曹理者 （麻薬施用者）が施用す るため、あ らか じめ麻薬

を調製する毎為は調剤の予備行為であ り、麻向法第 2 2 条には抵触 しません。

特定人畜の特定の疾病に対 し、治療のため、必要性に応 じた範囲内で、その

処方の性 質 （特異性 や保 存性等 ） を考慮 した 上 で 、あ らか じめ調 製す る こと

は認め られ ます 。

設問の よ うに、客体 に応 じて、ケ タ ミンの粉 末 を錠剤 にす る行為 や 、ケ タ

ミンの溶媒 を揮 発 させ 濃縮す る行為等 は 、調 製 行為 に当た るため 、認 め られ

ます。ただ し、具体的な客体 を想定せずに粉末 を錠剤にする行為等や、濃縮

する際 、抽 出等 によ り不純 物 を除去 す る ことは精 製 （製 造） に 当た るため 、

認め られません 。

Q 4 － 3 麻薬施用者の免許を持たない医師、実地修練生又は看護師が麻薬施

用者 の直接 の監督 又 は指 示の下 にケ タ ミンを注射 す るな ど施 用の補 助

をす る場 合 、麻 向法上、問題は あ りませ んか 。

麻薬施 用者の免 許 を有 しな い医師が 自 らの判 断 で ケ タ ミンの施 用 に関与す

る場合は、麻向法に違反する行為に該当 しますが 、麻薬施用者の直接の監督

及び指示 による もので あれ ば、麻向法上の 問題 は あ りませ ん。
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Q 4 － 4 ケタ ミンの麻薬指定政令の施行後、麻薬診療施設等でない病院等に
お いて ケタ ミンを発 見 した場、合 、 どの よ うな処置 を講 じる必 妻が あ り

ノ主すか。

直ちに、都道府 県薬 務主管課 又 は保 健所 へ連絡 し指 示 を受 けて くだ さい。
また、発 見 した ケ タ ミンに ついて は、勝手 に廃 棄 した り、卸 売業者 に返 品 し

ない よ うに注 意 して くだ さい 。

Q 4 － 5 手術患者 （患畜）の場合、 1 バ イア ルの ケ タ ミン注射 液 を 1 人 の 患

者（患畜 ） に時間 をおいて数 回 に分 けて施用 す る場合が あ ります が 、

その際の診療録や帳簿の記載はどのようにすべ きですか。

診療録 には施 用 の都度 、施用 した ケタ ミンの 品名及 び数量 を記載 す る とと

もに、帳簿には 「 1 ／くイアル分の 払出 し」 と記載 して くだ さい。

5 ．施用（獣医療）

Q 5 － 1 獣 医師 であ る麻薬 施用暑 が動物 （患 畜） にケ タ ミン を施用 した場 合

に、施 用 に関す る記録は ど うすれば い いの です か。

麻向法第 4 1 条の規定により、麻薬施用者は、動物（患畜）の種類、病名、

主要症状、その所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所並びに施用 した麻

薬の品名及び数量を診療簿に記載す る必辛があ ります。野生動物や保護動物

等で所有者がいない場合や不明な場合には、病名、主要症状、施用 した麻薬

の品名 、数量 、施 用年 月 日とともに 、動 物 （患畜 ）の特徴 、捕 獲場 所等 を記

載して くだ さ い 。

なお、注射剤 の数量 につ いては 、ア ンプル （バ イアル）単 位 では な く、実

際に施用 した数量 （m 暮等） を記載 して くだ さい。

Q 5 － 2 競走 馬の獣 医 を してお ります が、競 馬開催 ご とに全 国 を移動 して お

ります。移 動す るた びに診療 所か らケ タ ミンを持 ち出 して います が 、

麻薬施用者免許 を取得 し、麻薬指定政令施行後は往診の解釈でケタ ミ

ンを持ち 出す ことで よろ しいですか 。

貴見の とお りです。 なお、往診 （出張）先 での取扱 いにつ いては、【Q 3 －

5 】 を参 照 して くだ さ い 。

Q 5 」 3 動物 にケ タ ミンを施用す る際 に注意す べ き ことは あ ります か 。

麻薬施 用者は 麻向法第 2 7 条 第 3 項 の規 定 に よ り、疾病 の治療 以外 の 目的

での麻薬の施用 は禁止 され てい草す。
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なお、治療検査等 に際 して、患 畜の 不動 化や痔 痛緩和 の 目的 でケ タ ミンを

施用す る ことは疾病の治療 目的での施 用 に当た ります 。

6 ．施用 く使用卜（野生動物・ 鳥獣捕獲等）

Q 6 － 1 ケタ ミンを野生動 物の調 査 、研究 、鳥獣の捕 獲 に際 し使用 していま

すが、ケタ ミンの麻薬指 定政令の施 行後 も使用す る こ とがで きます か。

野外 においてケタ ミンを使 って動 物 を捕 獲 し、調査研究 す る ことについて 、

目的等 を勘案 しで学術研究 と して必要 で ある と認 め られれ ば都 道府 県知事 か

ら「麻薬研究者 」の免許 を取得 す る こ とで 、 これ まで どお りケ タ ミンを使 用

する こ とが で きま す 。

また 、ケ タ ミンにつ いて は、周辺 住 民の 生命及 び財産 の保 桂等 を 目的 と し

て、動物 等 を捕獲又 は不動化す るため に使 用 され て いる実態 が 奉 ります 。 こ

のよ うな 目的で ケタ ミンを使 用す る者 は 、野生動 物等 の疾病 の治療 を 目的 と

した施用 では ない ことか ら、麻薬施 用者 の免許 を取 得す る ことはで きませ ん。

ただ し、都道府県知事 あてに「研究計画書」 を提出 し、動物等 を捕獲又は不

動化する行為が学術研究の要素を持ち合わせると判断された場合には、麻薬

研究者 の免許 を取得す ることがで き ます 。

Q 6 － 2 ．大学で野生猿の研究を している看です。研究のため猿申捕獲に研究

員多数が 山に入 り、ケ タ ミン を使 いた いの ですが 、研究 員全 員が麻薬

研究者 にな る必要が あ ります か。

研究室において研究を指導 している責任者が、都道府県知事か ら麻薬研究

者の免許を取得すれば、他の研究員は麻薬研究者の指示の下、麻薬研究者の

補助者 と して ケ タ ミ ン を使 用 す る こ とが で き ま す 。

な お、ケ タ ミンの保 管、管理等 の責任 はす べて麻薬研究 者 にあ ります 。

Q 6 － 3 吹 き矢や麻酔銃 を使 って動 物 にケ タ ミンを注射 す る ことは できます

か 。その際 に注意すべ き こ とは何 です か 。

従 来、野生動物等 にケ タ ミンを使 う場合 、従事 者の安 全 を確保 す るため 、

吹き央等が使われ てお り、麻薬施 用者 及 び麻薬 研究者 が 、ケ タ ミン を吹 き矢

等に充填 して動物 に施 用 （使用）す る ことは差 L 支 えあ りませ ん。

＿ケ タ ミンを吹 き矢等 で施 用 （使 用 ）す る際 は 、発射 したす べて のケ タ ミン

について、施 用 （使用 ） した もの と して麻 薬 帳簿 にその 旨 を記 載 して くだ さ

い。命中 しなか った に もかかわ らず 回収 で きた ケタ ミン を持 ち帰 り廃棄 す る

場合は、麻薬施用者 に あっては施用 残 と して 、また、麻薬 研 究者 に あ って は

麻薬 含有の廃液 と して、他 の職 員 の立会 いの下 に適 切 に廃棄 して くだ さい。

この場合 、都道府県知事 あてに「麻薬廃 棄届 」を提 出す る必要 はあ りません 。
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Q 6 － 4 奥山放獣の運動を展開 している民間団体です。熊な どの希少動物が

民家近 くに 出没 した際 に 、周 辺住 民の安全確 保 と動物 愛護 の た め にも

射 殺 す る こ とな くケ タ ミン を使 って眠 らせ て 山奥 に 返 した いの で す

が、 この場合 どの よ うな手続 が必要で しょうか。

設 問の よ うな事例 にお いて 、ケ タ ミンを使用す るた め には 、麻薬 研 究者 の

免許 を取得す る必要 が あ ります 。

当該 団体 の担 当者 （責 任者） は 、ケ タ ミンを使 用 して動 物 等 を捕 獲 又 は不

動化す る行 為 につ いて、その詳細 を書 面 に記載 して都 道府 県 知事 あ てlこ麻 薬

研究者の免許を申請 して くだ さい。都道府県知事が当該行為の内容等の審査

を行い、当該行為が学術研究の要素 を持ち合わせると判断で き、また、欠格

事項にも該当 しない場合には、麻薬研究者の免許を取得できます。免許取得

のための詳細な手続については、都道府県薬務主管課又は保健所にお尋ね く

ださい。【Q 6 － 1 参照 】

Q 6 丁 5 吹 き矢 や麻酔銃 でケ タ ミンを動 物に施用 （使 用）す る場合 、 どの時

点で施用 （使 用） とな るの ですか。

施用 （使用）形態の特殊性にかんがみ、吹き矢等でケタ ミンを施用 （使用）

する場合 には 、動物 に命 中 したか否 かにかかわ らず 、薬剤 を発射 した時 点で
施用 （使 用 ） した こ と と します 。＼．

Q 6 － 6 麻薬研究者等が野外の使用（施用）場所に臨場せず 、遠隔地か ら携

帯電話や無線機 を利用 して従事者等に必要な指示 を出 し、その指示を

受 けた従 事者等 が 、ケ タ ミンを吹 き矢に充填 して、、動 物 に発 射 しま し

た。 この よ うな事例 は認め られ ますか。

「麻薬研究者等が携帯電話等で指示 を出す行為」は、麻薬研究者等が現場

に赴 くことが 困難 な山中 において 、ケ タ ミンを野生動 物 等 に対 して使 用 （施

用）す るこ とが想定 され 、その よ うな場合 に限 って認 め られ ます 。 ただ し、

ケタ ミンの取扱 いについての責 任 は麻薬研究者 等 にあ ります 。

Q 6 － 7 野山で動 物 を治療 す るためケ タ ミンを施 用 （使 用 ） す る際 、県境 を

越える場合が あります。その場合、麻薬を免許取得以外の都道府県で

施用 （使 用）す ることが で きますか。

麻薬施 用看 で ある場 合は、往 診 と して扱われ るた め 、県境 を越 えて施 用す

ることがで きます 。また 、麻薬 研究者 である場 合 は、免 許 申請 時 に県外 に お

ける使 用 が あ り うる 旨 を記 載 して くだ さい 。
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7 ．廃棄

Q 7 － 1 バ イアルに入 って いるケ タ ミンを、一定期間 、複 数 の患者 （患畜 ）

に施 用 していた ところ、残 りわず か とな った ため 、残液 を廃 棄 した い

のです が、 どの よ うな手続 が 必要です か。

／くイア ル入 りの ケタ ミンにつ いて は、施 用のた めに一 部 を取 り出 した後 の

残液を廃棄す る場合、施用琴 と して、麻薬管理者 （麻薬管理者がいない場合

は麻薬施 用者 ）が他の職 員 の立会 いの 下 で廃 棄 し、 当該 ケ タ ミンの払 出 しを

記載 した麻薬帳簿の備考欄 に廃棄 した数量 を記載 して くだ さい 。

なお、施用簸のケ タ ミン注射 液 は「施 用 に伴 う消耗」と解 され ますので 、「麻

薬廃棄届」又は「調剤済麻薬廃棄届」を提出する必要はあ りません。

また、麻薬研究者が同様に残液を「廃液」 として、他 の職 員の立会 いの下

で廃棄 した場合 、当該 ケタ ミンの払 出 しを記載 した麻 薬帳 簿の 備考欄 に廃 棄

した数 量 を記 載 して くだ さ い 。

Q 7 － 2 Q 7 － 1 の 回答の 中に 「他 の 職員 の立会 いの下 で廃 棄」 とあ ります
が、他の職員 とは どの よ うな者 を緒 しますか 。

当該病 院等 に勤務 す る看 で あれ ば、 どの よ うな資格 の看 で も差 し支 え あ り

ません。

Q 7 － 3 新 品のバイアル 入 りケ タ ミンを長期 間一度 も施 用 （使 用） しな か っ

たので、廃棄 した いの ですが どの よ うな手続が必 要です か。

都道府県知事あてに「麻薬廃棄届」■を提出 し、麻薬取締職員等の立会 いの

下に廃 棄 して くだ さ い 。

Q 7 － 4 大型獣 用にケ タ ミンを濃縮 した液 を 1 0 m i 予製 しま した 。順次 施

用 のため払 い出 した 後 、残 った 3 m l を廃棄 した いの ですが 、 どの よ

うな手続 が必婁 ですか 。

都道府県知事あてに「麻薬廃棄届」を提出 し、麻薬取締職員等の立会 いの

下に 廃 棄 して くだ さ い。

Q 7 － 5 誤調剤の ケタ ミンの廃棄 手続 につ いて敢 えて くだ さい。

誤調剤 のケタ ミンは、「麻薬処 方せ んに基づ いた麻薬」 ではな いため、麻 向

法第 2 9 条 第 2 項 に規 定す る麻薬処 方 せん に よ り調剤 された 麻薬 では あ りま

せん。よ って、廃棄す る前 に、都 道 府 県知事 あて 仁「麻薬 廃棄届」を提 出 し、

麻薬取締職 員等の立会 いの 下 に廃 棄 して く・だ さい。

なお、麻薬廃棄届出の際には、誤調剤の経過、状況等を詳細に記載 し、今
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後、 この よ うな こ との な い よ う十 分 に 取扱 いに 注意 して くだ さ い 。

（誤調 剤 に よ り所在 不明 にな ったケ タ ミンにつ いて は、都 道 府 県知事 あてに

「麻薬事故届 」を提 出 して くだ さい。）

Q 7 － 6 ケタ ミンを装 てん した吹 き矢が外れ て回収 で き ない場 合 や吹 き矢 が

刺 さったまま動物が逃 げた場合 、 どのよ うな処置 が必 要 ですか 。

ケ タ ミンを吹 き矢 に充填 して施 用 （使 用）す る場合 、薬 剤 を発 射 した 時点

で施用 （使即 した こ とと します 。吹 き矢が外れ た場 合 で も当該 動物 に対す

る施用 （使用）とな ります。麻薬施用看である場合には、麻薬帳簿及び診療

録に 「施 用 」 と して記録 し、ノまた 、麻薬研究者 で あ る場 合 に は、麻 薬帳 簿 に

「研究 」 と して記録 して くだ さい。ただ し、発射 した ケ タ ミンの残 片が発見

できず 、所在不 明 とな った ことで保 健衛生 上の危害 が 発生 す るおそれ が あ る

時は、必ず都道府県薬務主管課や保健所に連絡 して ください。【Q 6 － 5 参照】

Q 7 － 7 野 生動物 に施 用 （使用 ）す る目的 でケ タ ミンを注射 簡 に充填 した も

のの施用 （使用） しなか った場 合は どの よ うに処理 すれ ばよ いの です

か。

ケタ ミンについては 、麻薬取扱 者が 野生動物 に対 して施用 （使用 ）す る こ

とが あ る こ とか ら、 払 い 出 した もの の 、 使 用 しな い こ とが あ る と考 え られ ま

す。その場 合、再利用 す るの で あれ ば 、当該 ケ タ ミンの払 出 しを記 載 した 麻

薬帳簿 の備考欄 にその 旨を記 入 し、在庫 に戻す ことで 再利 用 で きます 。麻 薬

施用暑が廃棄す る場合は、他の職員の立会 いの下に廃棄 し、廃棄後都道府県

知事あてに「調剤済麻薬廃棄届」を提出 して ください。麻薬研究者が廃棄す

る場合には、廃棄する、前に、都道府県知事あてに 「麻薬廃棄届」を提出 し、

麻薬取 締職 員等の立会 いの下 に廃棄 して くだ さい。

8 ．事故

Q 8 － 1 ケ タ ミ ンの事 故 に は どの よ うな もの が あ りま す か 。

事故 には、「滅失」「盗取」「所在不明」等が あります。「滅失」七 は、例え

ば、調剤 中にケ タ ミンを床 に落 と し飛散 させ 、又 は、バ イアル を床 に落 と し、

ケタ ミンの水 溶液が 回収不 可能 とな った場合 な どが これ に 当た ります 。「盗

取」 とは、盗難 にあ うこと、「所在不 明」 とは、紛失 、亡失等 所在 を見 失 う こ

とをし1います 。事故 と しては 、その他 、強奪 された場 合 、脅 取 され た場 合 、

詐取 された場合な どが あ り、いずれ の場合 も速や かに都道 府 県知事 あてに「麻

薬事 故届 」 を提 出 して くだ さい 。また 、盗取 され た場 合 、強奪 され た場 合 、

脅取 された場合 又は詐 取 され た場 合な どには、警 察 に も被 害 届 を出 して くだ

さ い 。
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Q 8 － 2 私は動物病院に勤務す る麻薬施用看ですが、患畜に注射するためケ
タ ミンをバ イアル か ら注射器 に詰 め替 えよ うと した とこ ろ、誤 って 床

に 落 と して 破 損 し、 全 て 飛 散 して しま い ま した 。 こ の 際 、 ケ タ ミ ンに

つ いて どの よ うに処置 す るのです か。

そのケ タ ミンに ついて一部 で も回収不可 能 で あれ ば、麻 向法 第 3 5 条 第 1

項の規 定に よ り、都道 府 県知事 あてに 「麻薬事 故届 」 を速 や かに提 出 して く

ださい 。

Q 8 － 3 ケタ ミンを野 外で使用 して いた ところ、ケ タ ミンを入れ て いたバ ッ

グ を紛失 して しまいま した。 この場 合 ど うすれ ば よいですか 。

麻薬取扱者の免許を交付 してい・る都道府県知事 あてに「麻薬事故届」 を提

出して くた さい。盗取 の疑 いな どが あ る場合 には警察 に も連 絡 して くだ さい。

Q 8 － 4 麻酔銃 を使 用 してケ タ ミンを発射 した場合 、動 物 に当た らず に所在

不明 とな って しま いま した。 この場合 は事故 に該 当 しますか 。

吹 き矢や麻酔銃 を使 用 してケ タ ミンを施 用す る場合 、発射 した 時点 で 、 当

琴動物 に対す る施用 とな り、事 故 には該 当 しませ ん 。動物 が逃走 した 場合 、

帳簿には逃走 した動物 lこ対す る施用 と して記録 して くだ さい。

ただ し、当該 ケタ ミンの発見 には可能 な限 り努 めて くだ さい。 ま た 、所在

不明 となったこ七 で保健衛生上の危害が発生するおそれがある時は、必ずそ

の内容 を都道府 県薬 務主管課 または保健所 に連絡 して くだ さい。

【 Q 6 － 3 、 Q 6 － 5 、 Q 7 － 6 参照】．

9 ．譲渡・報受

Q 9 － 1 私の開設する病院は県境に近 いため、医薬品は隣県の医薬品卸売業

着か ら購 入 して います 。ケ タ ミンにつ いて も この業者 か ら仕 入 れ て よ

ろ しいです か。

ケタ ミンの譲受け先は、麻薬業務所が所在する都道府県の区域内の麻薬卸

売業者に限 られ ています。 したがって、隣県に所在す る麻薬卸売業着 か らケ

タミンを譲 り受 け る ことは できませ ん。ケ タ ミン を購 入す る際 は 、譲 受証 を

作成の上 、同一都 道府 県内の麻薬卸売 業青 か ら譲 り受 けて くだ さい。

Q 9 － 2 ケタ ミンを施用 しな けれ ば な らな い患畜が急 に来 院 しま したが 、在

庫 がない場合 、近 くの病院 か ら借 りて施 用す る ことは できます か 。

1 0



麻薬診療施設の開設者は、施用のため交付 される麻薬を患者に譲 り渡す場

合の ほか 、麻薬 を譲 り渡す ことはで きませ ん 。 した が って、近 くの 病院 か ら

ケタ ミンを 借 りる こ と はで き ませ ん 。

1 0．帳簿

Q lO－ 1 ケ タ ミンの麻薬指定政 令施 行 日まで に在庫 量 を帳 簿 に記 入す る必要

があると思いますが、その際の注意事項は何ですか。

帳 簿へ の記載 は、平成 1 9 年 1 月 1 日ま でに行 う必要 が あ ります 。現在 、

市販 され て いるケタ ミンはバ イアル 製剤 です 。最初 に記載 す る際 に使 いか け

のバ イアルがあれ ば、その残 液の量 をで きるだ け正確 に記入 して くだ さい。

Q lO － 2 これ まで麻薬の注射剤 は ア ン プル単 位 で記入す るよ うに指導 され て

います。 しか しなが ら、ケ タ ミンはバ イ アル製剤 です が 、帳 簿 には ど

のよ うに記 入すれ ばよいので しょうか。

従来 、注 射剤 につ いては ア ンプル単 位 で帳簿 に記入 してい ますの で 、バ イ

アル ごとに払 い出 して施用す る場 合 にはア ンプル と同様 に記 載 して くだ さい。

しか し、′くイアル製剤 は、ア ンプル とは異 な り分注が で きる剤 型です の で、＿

分注する場合、帳簿への記入は受け入れた全ての′くイアル を⊥度 「m I 」に

換算 して記入す るか 、一度 バ イアル で受 け入れ て その 旨を帳簿 に記 載 し、使

用す るバ イアル ごとに他の 口座 へ転記 し、 これ をm  t 単 位 で 記 入 す る と 便 利

です 。いずれかの方法 で記載 して くだ さい。

Q lO － 3 ケ タ ミンの 自然減 量 や秤量 誤差 につ いては、帳 簿上 、 どの よ うに処

理 した らよいですか 。

自然減主については、病院・ 診療所においては麻薬管理者 （麻薬管理者が

いない場合は麻薬施用者）が、麻薬小売業者 においては薬局開設者が、他の

職員の立会 いの下で自然減皇 を確認の上、帳簿にその 旨を記載 し、備考欄 に

立会者が署名又は記名押印 して くだ さい。

秤量に伴 う誤差によ．り麻薬帳簿の記載数量 と保管麻薬の数量 との間に差異

が生 じた場合 、′ケタ ミンの適正 な管理 を欠 いた こ とに よ り差異 が発 生 した可

能性 が あることか ら、診療録 その他 を精 査 し、違 反に よ るもの でな い ことを

確認 した上 で帳簿 を修正 して くだ さい。

Q lO － 4 ケ タ ミンの施用 に関す る記録 は 、いつの 時点で行 うのです か。

麻向法第 4 1 条に規 定する 「麻薬 を施 用 し、又は施用 のため交 付 した とき」

とは、ケ タ ミンの施用又は施 用のた めの交 付の都度 を意味 します 。

1 1



Q lO－ 5 帳簿の備考欄には「製造番号」か「製品番号 」の どち らを記載 した

方が よいです か。

麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の備考欄については、「製品番号 」を記載するよ

うに指導 していますので、帳簿 について も「製 品番号 」を記載 して くだ さい。

1 2



（ 参考 1 ）帳簿の記入例

①麻薬指定政令施行時における新規の受入例

※1 麻薬施行時 にす でに保 有 して し1たケ タ ミン製剤 を帳簿 に記 入す る際 の一

例 です 。

※2 バイ アルの製 品番号 を記入 します。た だ し、製 品番号 が 記載 されて い な

い場 合は記入 の必要 は あ りません 。

※3 患畜の場合は、種類、所有者又は管理者氏名等、当該個体を識別できる

よ うに 野 人 して くだ さ い 。

※4 受入時に概 算量 を帳 簿 に記 入 した ため に生 じた誤差 を修 正す る場合 、 必

ず立会暑が確認 してか ら訂正 して くだ さい。

②廃棄等がある場合の記入例 （施用に伴 う消耗・調剤済麻薬廃棄届）

※5 施用 した ものの残液が発 生 した場 合は、廃棄 した数量 を立会者 の下 、

m l 単 位 で 記 入 して くだ さ い 。

※6 注射等 に充填 した ものの施 用 しなか った場 合 につ いては 、薬 液 を廃棄 し

た後 3 0 日以内に調剤 済麻薬廃 棄届 を提 出 し、帳簿 に記入 して くだ さい。

1 3

品名 ケタミ．ン5劃射液 2 0 0 m g 単位 m t

年月日 受入 払出 し 残声 備考

．Hl．8．12．28 1 2 1 2
麻薬施行

（淡 1 ）

（H19・1

AA－000

．●1）ヒ伴 う受入

2 （※ 竿）

Hl・9．1．4・ 2 1 0 0 橋○紀 （．猫　 3 歳） （※ 3 ）．

H19．1．4

㈱ ゾ：大穴

H19．1．31

一》州 、

4

《《欠た棚

6 －

火乍メ㈱ Yニこ

5

○篠邦○

対Y》蜘 》》
秤量誤差l
立会者 ・高

（猿 5

ニぴ》》》》》、
こよる帳
○咲○

歳）

㈱ Y》》、肌 仰
簿訂正 ．．（I l∴m り

（琴 4 ）

声名 ケ タ 蔓ン準射、液 2 ・0 0 m g
単痘

m l

年 月日 受入 払出 ト 琴 声 備考

H18．12．28 2 0 2 0 ノ麻薬施行 （H 19．1．1） に伴 う受入

H19．1．．4 1 1 9 高 0 0 席 （猫 人ノレシヤ ・雌 ）

H 19．2．1 2 1 7
0 海兼 ○

立令者 ○

（柴 ・雄

川 ○幸

） （1m t■廃 棄ト

※ 5

H19．2．2 3 1 4

嶋○勝○

立華 草 原

2．20 調剤皇

（雑種 琴

○ さと

済 麻薬

田・雄 ） （3m l廃 棄）

○

廃 棄届提 出 ‾※ 6



③廃棄等がある場合の記入例 （麻薬廃棄届）

※7 年月 日欄には、都道府県薬務主管課に当該麻薬 を持参 した （都道府県職

員が赴 いた） 日を記入 して くだ さい。

※8 当該 箇所 は届 け出た際に担 当 した都 道府県職 員が記 入 します 。
■

④卸売業暑か ら購入 した場合（′くイアルをm I に換算 して記載す る場合）

※9 受入 の年 月 日は、麻薬譲 渡証記 載の年 月 日と して記 載 し、実際 に麻薬 卸

売業者 か ら納 品を受 けた 日を備考 欄 に記 入 して くだ さい 。また 、卸 売業

者の名称 と製 品番号 を記入 して くだ さい。

1 4

品名 ケタミン注射、液 2 q O m g
単年 山 ト

年月日 受入 ・l■払 出 し 残高 備考

H19．3．1
肋 〈
H19．4．4

※7

脚 一一《㈱》：肺ノ

20

‾20

、．・・脚

0

前帳簿から
一人こ《仰渾染に串る
4．4麻薬廃
廃棄に立会
名押印等・

繰越．．←
I《穴榔廃棄
棄届提
った都
※‾8

．《先細 火
出
道府県職員等の甲

岳名 ケタミン注射液・皇0 0Jm g
卓甲 m l

’年月日 垂入 払由 し 麺 l 備考

H19．2．3 200 ． 200
H19．2．4ノ
厚生卸よしJ AÅ－Od02－〟ト0011 ※ 9

H19．2．4

対》脚 《《欠モ：㈱

10

棚 》》

190

榔《グ蛸 ミ穴タラ

○股0 0 0

榔 、《榔 欠穴シ》》》》》洲 ブ統》》Y》

⑤卸亮葉音か ら購入 した場合　 レくイアルを別口座に移 して記載する場合）

畠名 ケタミン注身寸液 2 0 0 m g 単年 ∨

年月日 受入 払出 し 残高 備考

H19．2．3 1 0 ＿1 0 厚生卸 よ しJ 仙－0002一－AA－0011

H19．2・．4 1 ・9 ．川 （AA－0002），別口座へ移動

｛ 工
（加東又は別冊子）

品岳 ケタミン注 ‾射液 2 0 0 汀1g 単位 m I．

年月日 受入 払出．し 残高 備考



H 19 ．2 ．4

⑥麻薬事故届

2 0 2 0 1 V （AA－0002）を転記

※10 年月 日欄には事故のあった 日、払出欄たは事故麻薬 の数量、備考欄 を記

入 して くだ さい。 また 、事 故の状 況 （落 下 、紛失 、盗 取等 ） を簡 単 に記

入 して くだ さい 。

⑦野外で使用す る場合

※11 吹 き矢等 で施用 す る場合 、 1 発 目が外れ て 2 発 目で捕 獲 した場 合 。

※12 野生動物 に使 うた め払 い出 した が、使点 せ ず受 け入れ た場 合 。

1 5

声名 ケタミン注射準 2 0 O m g
一単位

m　 暮

年月白 受入 埠由 し 痍高 備R考

tl叶9．3．1 ・2 0 前帳簿か ら繹越 し

H19．3．3 ＿2
1 早 ○田○圭 ・（チらヮ ・一雄）

H19．3．5
仰 《六榔

18
》㈱

0
．ヽへ大形糊

落下たよる
3．8事故届
仰 《

破嶺
提出
榔

※10
仰 《《榔 ′

一声名 ケタ ミン注射 液 2 ．0 O m ・g l単 位 暮　 山

年 月 日 垂入 払 出 し 残高 嘩 考

H 19．3．1 ・2 0 前帳 簿か ら繰埠 し

H佃．3．2 5 1一‾－5 ○ ×＿山 中　 ツキ／げ マ （雄 ▲・1 歳位 ）

H19．3．2 3 1 2 ・△町公 民館 前　 ニホげ ル（雌 ・5 歳 位 ）

．H l・9．3．・■10 2 0 ・＿3 2 厚生 卸 よ り山 一0020

．H 19．3．15 1 0 2 2
×山山嶺付 近 舛 ／げ マ（雄 ・6 歳 位 ）

（5m I x 2 ）＿使用 ・※ り

H 19．3．16 1 0 1 2 ×山山頂付 近　 舛 ノワク●マ（不明 ・▲逃 走 ）

H 19．3．16 1 P 2 2
×山山嶺付 近ツ如げ マに使 用で きず

再 利用 の為愛人 ※12

H19■．■3．20 1 2 1 △町　 土ホげ ル捕獲 （中型雄 ）※ 13

H19．3．20 1 字 0

◇ 町 ニホげ ル捕 痩失 敗 （不 明 ） 1巾‾

回収廃 棄

立 会者藤 ○秀○

H19．3．20 1 0 1 0 0 ×団地　 準捕獲 （中里 轟 色雌 3 最 ）



※13 野性獣の捕獲で、動物の飼育者や管理者が不明の場合は当該動物の特徴

等 を記 入 して くだ さ い 。

⑧ケタ ミンを濃癒 す る場合

（ 別貢又は別冊子）

1 6

品名 ケ タミン注射液 字0 0 m ■g・ 単位 m l

年月月 受入 払甲 し 残高 ‾ 備考

州9．3．1 字0 前帳簿か ら繰越 し

H19．3．2 1 0 1 ．0 2 倍濃結硬‾に予琴

H19．3∴3 2 8 吉q O 範 （東甥 干アン・雄）

品名 ケタミン2 倍濃縮液 t 単位 l¶ l

年月日 受入 払出 し 琴高 備考

H19／3．2 5 5
わラール200m

2 億 濃縮液

豆よ－り

予製
1 0 m 暮の

H19．3．15 4 1 ◎ ×動物園ゴ リラ太郎 （雄 ・2 0 歳）
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